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権利関係Ａ－１　１枚目権利関係Ａ－１　１枚目

１　契約の成立１　契約の成立

契約とは契約とは

約束のこと約束のこと

契約を結ぶと、契約で決めた内容を契約を結ぶと、契約で決めた内容を
守らなければならない。守らなければならない。

権利関係Ａ－１　２枚目権利関係Ａ－１　２枚目

では、例えば、売買契約はでは、例えば、売買契約は
どのように結ばれるのか。どのように結ばれるのか。

申込みと承諾の２つの意思表示が申込みと承諾の２つの意思表示が
合致することによって結ばれる。合致することによって結ばれる。

法律上は、売買契約を結ぶのに、法律上は、売買契約を結ぶのに、
契約書を作成する必要はない。契約書を作成する必要はない。

権利関係Ａ－１　３枚目権利関係Ａ－１　３枚目

Ａが「売ります」といい、Ａが「売ります」といい、
Ｂが「買います」という場合の売買契約Ｂが「買います」という場合の売買契約

ＡＡ ＢＢ
売買契約売買契約

①「売ります」（申込み）①「売ります」（申込み）

②「買います」（承諾）②「買います」（承諾）

③　契約書作成③　契約書作成

④　代金支払、登記、引渡し④　代金支払、登記、引渡し

ここでここで
契約成立契約成立

権利関係Ａ－１　４枚目権利関係Ａ－１　４枚目

２　詐欺２　詐欺

（１）詐欺による意思表示の取消し（１）詐欺による意思表示の取消し

詐欺とは詐欺とは

人をだますこと人をだますこと

権利関係Ａ－１　５枚目権利関係Ａ－１　５枚目

ＡＡ ＢＢ
売買契約売買契約

だますだます

ＢがＡをだましてＡの土地を不当に安く買った。ＢがＡをだましてＡの土地を不当に安く買った。



権利関係Ａ－１ ６枚目権利関係Ａ－１　６枚目

Ｂにだまされて契約を結ばされたＡが、Ｂにだまされて契約を結ばされたＡが、
契約の内容を守らなければならない契約の内容を守らなければならない
というのは、かわいそう。というのは、かわいそう。

Ａは、売買契約を取り消すことができる。Ａは、売買契約を取り消すことができる。

権利関係Ａ－１　７枚目権利関係Ａ－１　７枚目

では、Ａが取り消す前に、Ｃが事情を知らずにでは、Ａが取り消す前に、Ｃが事情を知らずに
Ｂから土地を買った場合、Ａは、Ｃから土地をＢから土地を買った場合、Ａは、Ｃから土地を
取り戻すことはできるのか。取り戻すことはできるのか。

売買契約売買契約 売買契約売買契約

だますだます

取消しを主張できるか？取消しを主張できるか？

ＡＡ ＢＢ ＣＣ

権利関係Ａ－１　８枚目権利関係Ａ－１　８枚目

だまされただまされた

ＡＡ

何も何も
知らない知らない

ＣＣ

権利関係Ａ－１　９枚目権利関係Ａ－１　９枚目

Ｃは何も知らずにＢから土地を買ったのに、Ｃは何も知らずにＢから土地を買ったのに、
Ａから土地を返せといわれたら、Ａから土地を返せといわれたら、
返さなければならないのは、かわいそう。返さなければならないのは、かわいそう。

何も知らないＣを保護すべきである。何も知らないＣを保護すべきである。

Ｃの勝ちＣの勝ち

Ａは契約を取り消して、Ａは契約を取り消して、
土地を取り戻すことができない。土地を取り戻すことができない。

権利関係Ａ－１　１０枚目権利関係Ａ－１　１０枚目

（２）第三者の詐欺（２）第三者の詐欺

当事者（売主・買主）以外の人が当事者（売主・買主）以外の人が
当事者をだました。当事者をだました。

例えば、売主Ａが買主Ｂ以外の例えば、売主Ａが買主Ｂ以外の
ＣにだまされてＣにだまされて
Ｂに売るといってしまった。Ｂに売るといってしまった。

Ａは「売る」と言ったことをＡは「売る」と言ったことを
取り消すことができるか。取り消すことができるか。

権利関係Ａ－１　１１枚目権利関係Ａ－１　１１枚目

売主売主
ＡＡ

買主買主
ＢＢ

②②売却売却

①①だますだます

第三者第三者
ＣＣ



権利関係Ａ－１ １２枚目権利関係Ａ－１　１２枚目

だまされただまされた

ＡＡ

何も何も
知らない知らない

ＢＢ

権利関係Ａ－１　１３枚目権利関係Ａ－１　１３枚目

何も知らない（善意）何も知らない（善意）
Ｂを保護すべきである。Ｂを保護すべきである。

Ｂの勝ち。Ｂの勝ち。

Ａは「売る」と言ったことをＡは「売る」と言ったことを
取り消すことができない。取り消すことができない。

権利関係Ａ－１　１４枚目権利関係Ａ－１　１４枚目

３　強迫３　強迫

（１）強迫による意思表示の取消し（１）強迫による意思表示の取消し

強迫とは強迫とは

人をおどすこと人をおどすこと

権利関係Ａ－１　１５枚目権利関係Ａ－１　１５枚目

ＢがＡをおどしてＡの土地を不当に安く買った。ＢがＡをおどしてＡの土地を不当に安く買った。

ＡＡ ＢＢ
②②売却売却

①①おどすおどす

③③取り消す取り消す

権利関係Ａ－１　１６枚目権利関係Ａ－１　１６枚目

結論結論

おどされたＡは「売る」と言ったことをおどされたＡは「売る」と言ったことを
取り消すことができる。取り消すことができる。

取り消すと最初から何もなかったことになる。取り消すと最初から何もなかったことになる。

ＡはＢからＡはＢから土地を土地を取り戻すことができる。取り戻すことができる。

権利関係Ａ－１　権利関係Ａ－１　１７枚目１７枚目

（（２２））第三者の強迫第三者の強迫

第三者第三者がが強迫強迫を行った場合、おどされた者をを行った場合、おどされた者を
保護する必要性が高い。保護する必要性が高い。

Ａは（善意の）買主Ｂからも取り戻せる。Ａは（善意の）買主Ｂからも取り戻せる。

②②売却売却

①①おどすおどす

売主売主
ＡＡ

買主買主
ＢＢ

第三者第三者
ＣＣ



権利関係Ａ－１権利関係Ａ－１　１８枚目１８枚目

（（３３））強迫による強迫による意思表示の意思表示の取消し取消しと第三者と第三者

強迫強迫のの場合場合、、取消前取消前のの
善意の第三者に対抗することができるか。善意の第三者に対抗することができるか。

取り消す前に転売によって取得した人取り消す前に転売によって取得した人((第三者第三者))
に対して、Ａは土地を返せと言えるか。に対して、Ａは土地を返せと言えるか。

権利関係Ａ－１　権利関係Ａ－１　１９枚目１９枚目

②②売却売却

①①おどすおどす

ＡＡ ＢＢ

ＣＣ

③③転売転売

④④取り消す取り消す

権利関係Ａ－１　権利関係Ａ－１　２０枚目２０枚目

おどされたＡの勝ちおどされたＡの勝ち

おどされたおどされた

ＡＡ

何も何も
知らない知らない

ＣＣ

権利関係Ａ－１　権利関係Ａ－１　２１枚目２１枚目

Ａの売却がおどされたものであることをＡの売却がおどされたものであることを
知らない（善意の）第三者からも知らない（善意の）第三者からも
取り戻せる。取り戻せる。

結論結論

権利関係Ａ－１　２２枚目権利関係Ａ－１　２２枚目

４　虚偽表示４　虚偽表示

（１）虚偽表示による無効（１）虚偽表示による無効

そこでそこで

取られないようにするため、取られないようにするため、
友人Ｂと口裏を合わせて、土地をＢに売却した友人Ｂと口裏を合わせて、土地をＢに売却した
ように見せかける架空契約を結んだ。ように見せかける架空契約を結んだ。

借金のかさんだＡ借金のかさんだＡは、は、
唯一の財産である土地も取られそう。唯一の財産である土地も取られそう。

権利関係Ａ－１　２３枚目権利関係Ａ－１　２３枚目

②②売却売却

①①口裏を合わせる口裏を合わせる

登記登記

ＡＡ ＢＢ



権利関係Ａ－１ ２４枚目権利関係Ａ－１　２４枚目

このようにこのように他人他人と口裏を合わせてと口裏を合わせて
契約を結んだ契約を結んだように見せかけるためにように見せかけるために
架空契約を結ぶことを架空契約を結ぶことを

「虚偽表示」という。「虚偽表示」という。

このような「虚偽表示」による契約はこのような「虚偽表示」による契約は

「無効」である。「無効」である。

権利関係Ａ－１　２５枚目権利関係Ａ－１　２５枚目

（２）虚偽表示と第三者（２）虚偽表示と第三者

ところが、その後、Ｂは自分に登記がところが、その後、Ｂは自分に登記が
あることをいいことに、あることをいいことに、

この土地を何も知らない（善意）Ｃに転売した。この土地を何も知らない（善意）Ｃに転売した。

ＡはＣに土地を返せといえるか。ＡはＣに土地を返せといえるか。

権利関係Ａ－１　２６枚目権利関係Ａ－１　２６枚目

登記登記

ＡＡ ＢＢ
②②売却売却

①①口裏を合わせる口裏を合わせる

ＣＣ
③③売却売却

権利関係Ａ－１　２７枚目権利関係Ａ－１　２７枚目

虚偽表示虚偽表示
をしたをした

ＡＡ
何も何も

知らない知らない

ＣＣ

権利関係Ａ－１　２８枚目権利関係Ａ－１　２８枚目

Ｃの勝ち。Ｃの勝ち。

ＡはＣから土地を取り戻すことＡはＣから土地を取り戻すこと
ができない。ができない。

権利関係Ａ－１　２９枚目権利関係Ａ－１　２９枚目

ここで、Ｃは善意であればよく、ここで、Ｃは善意であればよく、

過失（落ち度）があってもよい。過失（落ち度）があってもよい。

また、Ｃは登記を備えていなくてもよい。また、Ｃは登記を備えていなくてもよい。



権利関係Ａ－１ ３０枚目権利関係Ａ－１　３０枚目

（３）転得者との関係（３）転得者との関係

さらにＣからＤが買い受けた場合はどうなるか。さらにＣからＤが買い受けた場合はどうなるか。

②②売却売却

登記登記

①①口裏を合わせる口裏を合わせる

ＡＡ ＢＢ ＣＣ
③③売却売却

ＤＤ

④④売却売却

権利関係Ａ－１　３１枚目権利関係Ａ－１　３１枚目

Ｄ自身が善意であればＤ自身が善意であれば

ＤはＡに勝てる。ＤはＡに勝てる。

では、Ｄが悪意であった場合はどうなるか。では、Ｄが悪意であった場合はどうなるか。

権利関係Ａ－１　３２枚目権利関係Ａ－１　３２枚目

Ｃが善意であればＣが善意であれば

Ｄは善意であろうが、悪意であろうがＤは善意であろうが、悪意であろうが

Ａに勝てる。Ａに勝てる。

権利関係Ａ－１　３３枚目権利関係Ａ－１　３３枚目

ＡＡ ＢＢ ＣＣ ＤＤ

悪悪 悪悪

善善 善善

悪悪善善

悪悪 善善

Ａの勝ちＡの勝ち

Ｄの勝ちＤの勝ち

Ｄの勝ちＤの勝ち

Ｄの勝ちＤの勝ち

権利関係Ａ－１　３４枚目権利関係Ａ－１　３４枚目

ＣとＤのうち一人でも善意であればＣとＤのうち一人でも善意であれば

ＤはＡに勝てる。ＤはＡに勝てる。

結論結論
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